
  

25,000

実績 21,697 26,852
836,846

（参考数値）

2
大津市オープンデータポータルサイト
の閲覧（件数）

計画 22,000 23,000 24,000

516 540

実績 394 478 494

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 公開中のオープンデータ（件数）
計画 468 492

実績
2

滋賀県全域でのオープンデータの活用
検討

計画

実績

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1
オープンデータのポータルサイトへの
掲載推進

計画

現状と課題

・平成27年にオープンデータ専用サイト「大津市オープンデータポータルサイト」を開設し、オープンデータの拡充を
図ってきた。
・必要とされているデータを利用しやすいフォーマットで公開していく必要がある。
・職員のオープンデータに対する意識を向上し、ポータルサイトの質及び量の更なる向上を図っていく必要がある。

取組内容

・どのような情報がオープンデータとしてのニーズが高く、どのような項目を掲載すべきか等のルールやフォーマットを
まとめた「国の推奨データセット」を中心に、ポータルサイトへの掲載を進めていく。
・県内他市町と連携し、滋賀県全域で行政のオープンデータを活用する環境の創出を検討する。
・滋賀大学データサイエンス学部等との協定に基づき、市へのアドバイザー派遣や共同研究などを実施する。

期待される効果

・行政の透明性の向上や住民の行政参画の促進に繋がると同時に、新たなサービスやビジネスの創出を生み、ひいては、
まちづくりや地域課題の解決につながることが期待される。

(５)　行政運営の効率化

Ｎｏ．12
取組項目：オープンデータ施策の推進　　 区　分

課　　名：政策調整部　DX推進室 継　続

実施

実施

実施

実施
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1

2

数値目標

Ｃ
下回る

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

A
上回る

Ｓ
大幅に上回る

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画1については、外部講師による職員向け研修会の実施や、当室職員が講師となり、
オープンデータの意義や必要性、また公開の働きかけを行った。
　年度別計画2については、滋賀県全域での「滋賀県・市町オープンデータポータル」を滋賀県が
運用中であり、「大津市オープンデータポータルサイト」とのデータ連携を通じて利用促進を
図った。
　実績として、オープンデータ公開件数については、前年から16件の増加に留まった。大津市
オープンデータポータルサイトの閲覧件数については、計画を大きく上回ったものの、機械的な
検索と思われるアクセスが一定期間あり、参考数値とする。

次年度以降の
取組内容

　年度別計画1については、オープンデータに関する研修や働きかけを通じて、国が推奨する自治
体オープンデータセットを中心に、市が保有するデータのオープンデータ化が進むよう取り組
む。
　年度別計画２については、引き続き、本市ポータルサイトおよび滋賀県全域でのポータルサイ
トの利用促進を図る。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2

数値目標 Ｂ　　　　見込みどおり Ｓ　　　　大幅に上回る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-41-



  

実績
2

施策評価と総合計画進捗管理との関係
整理

計画

実績

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 事務事業の見直し
計画

・事務事業評価の対象事業が減少かつ精査され、評価作業の負担が軽減化する。加えて、より適正で合理的な評価が実
施できる。
・総合計画進捗管理との整合を図ることで、施策評価と総合計画進捗管理との関係が整理され、事務の効率化が進むと
ともに、施策配下の事務事業の評価結果が施策評価に反映され、より適正な評価が実現できる。

(６)　事業の見直し

Ｎｏ．13
取組項目：　行政評価の利活用 区　分

課　　名：　総務部　行政改革推進課 継　続

現状と課題

・事務事業評価では、数値指標などを用いて客観的に評価する中で、現状を認識し業務を見直すことにより、限られた
財源の有効活用に努めている。評価作業負担が重いことや一部の事業における評価の形骸化などが課題となっている。
・施策評価では、総合計画に掲げた施策を評価単位として、施策ごとに設定した成果指標の目標値に対する達成度によ
り評価している。評価結果が成果指標の達成度合いだけに左右され、施策配下の事務事業の評価結果が施策評価へ反映
されないことや、施策評価と総合計画進捗管理との関係の整理などが課題である。

取組内容

・事務事業評価では、評価作業負担の軽減とより適正で合理的な評価の実施に向けて、対象事業の精査や要件見直しを
行う。
・施策評価では、施策配下の事務事業評価結果を施策評価に反映する方法を検討するとともに、施策評価と総合計画進
捗管理との関係について、所管である行政改革推進課と企画調整課とで整理し、今後の行政評価の進め方を決定する。

期待される効果

準備 実施

準備 実施

準備

準備

実施

実施
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1

2 Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
見込みどおり

年度別計画

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
見込みどおり

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画１については、令和４年度に引き続き、適正で合理的な評価の実施と事務負担の軽
減を目的として、事務事業の評価区分の見直し（「評価対象外要件」に該当する事業）の検討を
行った。なお、検討した事業の内、評価対象外要件「補助金交付に係る事業」に該当する事業に
ついては、補助制度における評価との関係性を整理した上で評価区分の見直しを行う必要がある
ことから、令和６年度も引き続き事務事業評価の評価対象とし、評価区分の見直しについて検討
する。
　年度別計画２については令和４年度の行政評価から施策評価を総合計画進捗管理に一本化し、
重複作業の見直しによる職員の作業負担の軽減や評価作業の効率化を図ることができた。

次年度以降の
取組内容

　年度別計画１については、令和５年度に事務事業の評価区分の見直しを検討した事業につい
て、「評価対象外要件」に該当する場合は、令和６年度事務事業評価（令和５年度事務事業）か
ら評価対象外事業として適用する。また、「補助金交付に係る事業」に該当する事業について
は、補助制度における評価と事務事業評価の関係性を整理した上で、改めて評価区分の見直しを
行う。
　年度別計画２については、一本化した総合計画進捗管理と事務事業評価により、行政評価を実
施するとともに、課題が生じた場合は見直しを行う。

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2

年度別計画 Ｂ　　　見込みどおり Ｂ　　　見込みどおり
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実績
1

実務者レベルのプロジェクトチーム立
ち上げ

計画

・同じ業務であっても、各所属及び施設ごとに実施しているため、各々業者の選定及び支払いなどの当該業務等を行わな
ければならず、非効率となっており、専門性が高まりにくい状況となってしまう。
・施設の統廃合を協議・検討する場合、各々の所属による判断となってしまい、推進しにくい状況となってしまう。

取組内容

・行政改革推進本部及び公共施設マネジメント推進本部に、実務者レベルのプロジェクトチームを設置する。
・実務者レベルのプロジェクトチームでは、業務の一括化や施設の統廃合の方針などについて、実施に向けた課題整理や
対応策を議論し、立案・調査・検討を行う。本チームで決定した見直し・方針案を本部会議で議論する。
・本部会議では、上記チームで決定した見直し・方針案について、部局横断的な判断を行ない、実施に向けた検討を行
う。

期待される効果

・業務の一括化により、効率化・適正化につながるとともに、業務ミス等の軽減につながる。
・専門的な知識や経験を持つ人材の有効活用により、迅速かつ的確な判断がなされ、施設の確実な管理に寄与する。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

現状と課題

Ｎｏ．14
取組項目：組織横断的な体制整備 区　分

課　　名：総務部　行政改革推進課 新　規

検討 実施

検討 実施
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1

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1

年度別計画 Ｂ　　　　　　　　見込みどおり

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　複数の公共施設の維持管理に係る事務等の効率化に向けた「施設包括管理業務」について、所
管部局が異なる施設において導入を検討するため、令和３年度にプロジェクトチームを設置し、
組織横断的に導入検討を進め、令和６年度当初予算へ経費を計上することができた。検討にかか
るプロジェクトチームは役割を終えたため、令和６年３月をもって解散した。
　脱炭素社会実現のための省エネ等の取組であるESCO事業による照明設備LED化について、令
和６年度から所管部局が異なる施設において導入を進めるため、令和６年３月にプロジェクト
チームの設置を決定した。

次年度以降の
取組内容

　市有施設へのLED化について、プロジェクトチームにより事業者選定、事業実施に取り組むこ
とで、円滑な事業実施を目指す。また、今後のプロジェクトチームにおける検討作業時に必要と
なるルール（対象事案ごとの設置時期など）づくりを進める。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

年度別計画 Ａ
計画を上回る

B
計画どおり

Ｂ
見込みどおり

検討 実施
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30

実績 14 30 46

2 男性職員の育児休業取得の促進（％）
（年間取得件数）

計画 15 20 25

11.7 11.7

実績 16.2 16.4 16.3

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 時間外勤務の縮減（時間）
（１人当たり年間月平均時間外勤務時間数）

計画 12.0 11.8

実績
2 代替職員の考え方検討

計画

実績

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1
在宅勤務及び時差勤務制度について、
課題の整理、対応策の検討

計画

現状と課題

・職員が、育児や介護等に係る休暇制度を安心して活用できる職場環境を整える必要があるが、周囲の職員への負担増を
懸念し、安心して取得できない状況にある。あらためて職員が家庭での役割や責任を果たしながら働き続けられるような
働き方について、検討する必要がある。

取組内容

・職員のワークライフバランスを充実させ、生き生きと働ける環境を構築するため、既に導入しているテレワーク（在宅
勤務、モバイルワーク）や時差勤務について、より活用しやすい制度となるよう課題を整理し、対応策の検討を行うこと
で、多様な働き方の推進や長時間労働の抑制、休暇取得率の向上を目的とした労働環境の改善を図る。
・長期休業取得に対し、業務遂行水準を維持するとともに、周囲の職員への負担軽減を図るため、代替職員の考え方など
について検討する。
・女性管理職の割合の向上に向けた更なる取組を検討する。

期待される効果

・多様な働き方を推進することで、育児や介護をしながら働き続けることができ、また、休暇制度の取得促進や女性職員
の活躍が図れる。また、生産性が高まり、職員の時間外労働が縮減するとともに、女性の視点や感性を反映させることが
できる。
・誰もが働きやすい職場環境を整えることで、職員のモチベーションの向上を図り、生産性が向上する。

(７)　効率的な執行体制の構築

Ｎｏ．15
取組項目：働き方改革とワークライフバランスの推進　　 区　分

課　　名：総務部　人事課 継　続

実施

実施

実施

実施
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1

2

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2

数値目標 Ｃ　　　　下回る Ｓ　　　　大幅に上回る

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　在宅勤務時の電話について、電話料金の個人負担が発生し、外部と連絡を取る際には個人の電
話番号を通知する必要があるとの課題がある。これを解消するため、電話アプリの導入を検討し
ており、令和５年度は無料のライセンスを利用して在宅勤務を実施している職員にテストを実施
した。結果として問題はなく、反応も良好であったため、令和６年度中の導入を目指す。
　時間外勤務の削減について、令和４年度に比較して9,799時間削減できた。しかし、もう一つ
の目標に掲げている男性の育休取得が急増しており、結果として休職者が増加することで、全体
の時間数は減少しているが、１人当たり時間数としては横ばいとなっている。今後も休職者が増
加する傾向が続くため、１人当たり時間数減少の目標達成の難易度はより上がると想定してい
る。

次年度以降の
取組内容

　電話アプリの契約、大津市職員の在宅勤務に関する規程および大津市在宅勤務実施要領の改
正、在宅勤務マニュアルの策定を計画しており、これにより在宅勤務における課題の解決を目指
す。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

数値目標

Ｃ
下回る

Ｃ
下回る

Ｃ
下回る

Ｂ
見込みどおり

Ｓ
大幅に上回る

Ｓ
大幅に上回る
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2,532

実績 2,430 2,430 2,470

2
条例定数の適正化（人）
（再任用延長（R5)、定年延長（R6）、国スポ対応

（R5.6））

計画 2,430 2,430 2,470

2,440
（職員総数2,528）

2,502
（職員総数2,590）

実績
2,313

（職員総数2,401）

2,338
（職員総数2,425）

2,372
（職員総数2,460）

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1
職員数（人）
（正規+再任用フルタイム+任期付。定数外職員除く。

毎年度4.1時点。）

計画
2,313

（職員総数2,401）

2,371
（職員総数2,459）

実績
2

条例定数の適正化（定年延長への対
応）

計画

期待される効果

・本市の業務量に見合った職員体制を維持し、持続可能な行政運営と市民サービスの提供が実現される。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実績
1 採用計画に基づく職員数の適正化

計画

Ｎｏ．16
取組項目：職員数（定数）の適正化　 区　分

課　　名：総務部　人事課 継　続

現状と課題

・持続可能な行政運営と市民サービスの提供のため、今後の行政需要を見据え、業務量に見合った職員体制を維持する必
要がある。
・国家公務員法及び地方公務員法の改正に伴い、令和５年度から定年が段階的に引き上げられることを踏まえ、適正な定
数管理を行う必要がある。

取組内容

・毎年度の職員採用計画において、今後の業務量、退職者数、再任用職員数の見込み等から採用者数を精査し、計画的な
職員採用を行うことで職員数の適正化を図る。
・今後の行政需要及び定年延長を見据えた条例定数（大津市職員定数条例における職員定数）の適正化を図る。

実施

準備 実施

実施

準備 実施
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1

2

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

　 1 2

数値目標 Ｂ　　　　　見込みどおり Ｂ　　　　　見込みどおり

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　今後の業務量、退職者数、再任用職員数の見込み等から採用者数を精査し、採用計画の策定を
行い、計画的な職員採用を行うことにより、条例定数の範囲内での職員総数となるよう適正な管
理を実施してきており、次年度に向けて令和６年３月に定数条例を改正した。

次年度以降の
取組内容

　段階的な定年延長を踏まえた職員採用を行い、持続可能な行政運営と市民サービスの提供のた
め、適正な定数管理を行っていく。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

数値目標

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり
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現状と課題

・市民ニーズの多様化・高度化が進む状況の下、限られた財源や人材を有効活用していくためには、民間委託や民間のノ
ウハウの活用が不可欠な状況である。
・公の施設における市民サービスの向上や効率的な施設運営を図るためには、指定管理者制度の適正な管理運営を実施す
る必要がある。

取組内容

・DI戦略に掲げるICT等の新しい技術を活用した業務効率化の取組を推進するとともに、硬直化した行政課題の解決を図
るため、成果連動型民間委託契約方式（PFS）の活用を検討する。
・PPP／PFI手法等の導入については、優先検討規程やPFI導入ガイドラインをもとに、官民連携を検討する。
・指定管理施設の管理運営状況について、「大津市指定管理者制度導入施設モニタリング指針」に基づきモニタリングや
評価を実施するとともに、評価結果等についてホームページ等で公表することで、管理運営の透明性を確保し、適正化を
推進する。

期待される効果

・民間のノウハウや成果連動型民間委託契約方式（PFS）の活用により、コスト削減やサービス水準の維持・向上、行
政課題の解決が図れる。
・モニタリングや評価を実施することで、各施設における効率的・効果的な管理運営の実施及び市民サービスの向上に寄
与することができる。

(８)　民間活力による事業推進

Ｎｏ．17
取組項目：　官民連携手法の活用 区　分

課　　名：　総務部　行政改革推進課 継　続

実績

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1
成果連動型民間委託契約方式（PFS）
事業の実施

計画

実績
2 PPPの実施

計画 　

360 360

実績 360 352 351

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 指定管理者制度導入施設数（件数）
計画 360 360

3

実績 1 1 1

2
成果連動型民間委託契約方式（PFS）
事業の実施件数（件数）

計画 1 2 2

1

実績 3 2 2

3 PPPの検討・着手数（件数）
計画 1 1 1

効果額見込み（千円） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取組期間

計

計画
見込み額の算定は困難なため、実

績により検証する。 計画 - - - -

実績 - 実績 - - -

実施

実施

実施

実施
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1

2

3

Ｓ
大幅に上回る

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画１については、コールセンターの応対品質向上の動機づけのため、総合コールセン
ター運営業務にかかる品質が一定水準を上回った場合に、その委託料の３％を追加して支払う契
約とした。令和5年度については水準未達のため追加委託料の支払いは無かった。
　年度別計画２については、令和４年度に実施した本庁舎の照明設備LED化についての検討結果
を受け、民間のノウハウを活用して省エネルギー改修を行い、その経費を光熱水費の削減分で賄
うESCO事業により、本庁舎新館のLED化を実施した。
　また、市庁舎移転に伴う現庁舎建物・跡地の官民連携による有効活用、十分な面積確保が困難
な駅・県庁周辺への移転を想定した場合の官民連携による整備手法を検討した。

次年度以降の
取組内容

　年度別計画1については、引き続き、今後の取組方針について検討する。
　年度別計画2については、引き続き、更なるPPP／PFI手法等の導入について、優先検討規程や
PFI導入ガイドラインをもとに官民連携を検討していく。また、指定管理施設の管理運営状況につ
いて、「大津市指定管理者制度導入施設モニタリング指針」に基づきモニタリングや評価を実施
することで適正な制度管理に努めていく。

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3

数値目標 Ｂ
見込みどおり

Ｃ
下回る

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

数値目標

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｃ
下回る

Ｃ
下回る

Ｓ
大幅に上回る

Ｓ
大幅に上回る

Ｓ
大幅に上回る  
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5 5

実績 0 0 9

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 指定管理者制度の更新（件数）
計画 0 0

実績
2 基準費用算定方針の見直し

計画

実績
1

指定管理者制度導入施設におけるモニ
タリングの実施

計画

・指定管理者制度導入施設において、施設の業務範囲・管理水準等に応じた基準費用（募集時に提示する指定管理料の
上限額など）の設定条件により、応募者数が減少しており、また、市の要求する管理水準を満たすことが困難になって
いる。

取組内容

・「大津市指定管理者制度導入施設事務処理要領」における基準費用の算定方法の見直しを行うほか、施設の特性や
サービス提供内容、利用動向等に応じて、管理資機材の更新や施設規模の見直し等を行った上で、優れた経営ノウハウ
を要する民間企業等の応募の促進を図りながら、指定管理者制度導入施設における管理の適正化を推進する。

期待される効果

・施設の管理水準に応じた適正な基準費用により募集することで、優れた経営ノウハウを有する民間企業等の応募が促
進されるとともに、施設の安定的・継続的な運営の確保や市民サービスの向上に寄与する。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

現状と課題

Ｎｏ．18
取組項目：　指定管理者制度の適正化 区　分

課　　名：　総務部　行政改革推進課 新　規

実施検討

実施

実施

検討 実施
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1 2

1

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準

数値目標 Ｂ　　　　　　　　見込みどおり

1

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画１については「大津市指定管理者制度導入施設モニタリング指針」に基づき全施設
においてモニタリングを実施し、その結果をホームページ等で公開することで管理運営の適正化
を推進した。今後も当該指針に基づきモニタリングを実施することで、安定的・継続的なサービ
スの提供に努める。
　年度別計画２については、令和４年度に見直した基準費用算定方針に基づき、令和５年度指定
管理者募集施設（令和６年度指定管理者更新施設）における基準費用を算定した。また、令和６
年度指定管理者募集施設（令和7年度指定管理者更新施設）の募集に向け、市が要求する管理水
準を満たすための業務範囲や業務内容についても見直しを行った。

次年度以降の
取組内容

　年度別計画１については、引き続き「大津市指定管理者制度導入施設モニタリング指針」に基
づき、全施設においてモニタリングを実施することで施設の適正な管理運営に努める。
　年度別計画２については、引き続き、令和４年度に見直した基準費用算定方針に基づき令和６
年度指定管理者募集施設（令和７年度更新施設）における基準費用を算定する。また、令和７年
度指定管理者募集施設（令和８年度指定管理者更新施設）の募集に向け、市が要求する管理水準
を満たすための業務範囲や業務内容についても見直す。

数値目標 Ｂ
見込みどおり

年度別計画 Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり
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実績
2

老人福祉センターで実施しているデイ
サービス事業の見直し

計画

実績
1

単独デイサービスセンターで実施して
いるデイサービス事業の見直し

計画

・市内のデイサービス事業を牽引する立場から公的に事業を推進してきたが、介護保険制度の開始から20年以上経過
し、民間事業所が多く参入、増加したため、公設でのデイサービス事業についてはその役割を一定終えたと考えられる。
・単独デイサービスセンター４施設のうち3施設については、平成30年度に大津市社会福祉事業団に事業移管したが、
残る木戸デイサービスセンターの事業については引き続き方向性を検討する。
・一方、老人福祉センター併設で実施のデイサービス事業については、一般入浴事業の見直しと合わせて調査、検討して
いく。

取組内容

・単独デイサービスセンター
　今後の事業の見直しについて、指定管理者である大津市社会福祉事業団と協議を行い、方向性を検討する。
・老人福祉センター併設デイサービスセンター
　費用対効果を勘案しながら老人福祉センター全体のサービス充実に向けて検討を行っている。なお、老人福祉センター
併設のデイサービス事業については、一般入浴事業と設備の構造上不可分の関係にあることから、施設ごとに廃止に向け
た検討を行うこととしている一般入浴事業の見直しと合わせて検討を行う。

期待される効果

・多様化する高齢者ニーズへの対応が可能となり、また経費削減効果も期待できる。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

現状と課題

Ｎｏ．19
取組項目：　デイサービス事業の見直し 区　分

課　　名：　健康保険部　長寿施設課 継　続

実施検討

検討

検討

検討

準備 実施

実施
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1

2

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2

年度別計画 Ｂ　　　　　計画どおり Ａ　　　　計画を上回る

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

年度別計画1　単独デイサービスセンターで実施しているデイサービス事業の見直し
　木戸デイサービスセンターについては、指定管理の協議を通して地域性（志賀地域における通
所事業所数、新規参入事業所数、定員数）を考慮し、必要な施設と判断して事業を継続すること
とした。
年度別計画２　老人福祉センターで実施しているデイサービス事業の見直し
　老人福祉センターの併設デイサービス事業については、これまでの機能見直しの検討結果を踏
まえ令和５年６月通常会議で老人福祉センター条例を改正し、入浴事業と併設デイサービス事業
の廃止が確定した。

次年度以降の
取組内容

　単独デイサービスセンターは事業継続し、老人福祉センターの併設デイサービス事業は順次、
廃止を進めていく。

年度別計画

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ａ
計画を上回る

Ａ
計画を上回る

実施
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10 10

実績 1 2 25  

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 個別施設計画の策定支援（件数）
計画 3 10

実績

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 公共施設等総合管理計画の改訂
計画

・公共施設等総合管理計画の改訂を踏まえた施設分類別の「個別施設計画」が施設所管部局で策定・検討され、公共施設
に必要な機能に応じた戦略的な施設保全が推進される。

(９)　公共施設マネジメントの推進

Ｎｏ．20
取組項目：戦略的な施設保全の推進 区　分

課　　名：総務部　行政改革推進課 継　続

現状と課題

・公共施設の多くは、今後数十年の間に更新時期を迎えることにより、経年劣化による老朽化が急速に進み、建物に係る
修繕や建替に要する費用が増大し、大きな財政負担になることが予想される。
・少子高齢化による人口構造の変化や市民ニーズの多様化など、将来の公共施設を取り巻く環境の大きな変化も予想さ
れ、公共施設を現状のまま維持していくことが困難となっていることから、将来に負担を先送りしないために、対策を講
じていく必要がある。

取組内容

・「大津市公共施設等総合管理計画」の改訂を行ない、公共施設等の全体像を把握するとともに、本計画に基づき、長期
的視点をもって長寿命化・更新などを計画的に行い、財政負担の軽減・平準化と公共施設等の総合的かつ計画的な管理を
推進していく。
・施設のあり方を検討した上で、劣化度診断の結果を踏まえ、改修時期等を考慮した「個別施設計画」を策定する。

期待される効果

準備 実施

準備 実施
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1

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1

数値目標 Ｓ　　　　　　　　大幅に上回る

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　個別施設計画の策定支援については、令和４年度に実施した策定に向けた方針等の周知、施設
所管所属担当者への説明会を踏まえ、庁内環境整備のうえ、未策定の施設所管所属へ対し策定支
援を行った。

次年度以降の
取組内容

　引き続き、施設所管所属における個別施設計画策定に向けた方針等に基づく計画の策定スケ
ジュールを踏まえ、優先順位を確認しながら支援に取り組む。

数値目標 Ｄ
大幅に下回る

Ｄ
大幅に下回る

Ｓ
大幅に上回る
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現状と課題

Ｎｏ．21
取組項目：施設包括管理業務委託の導入 区　分

課　　名：総務部　行政改革推進課  /   建設部　建築課 新　規

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

・公共施設における保守点検や清掃・修繕等の施設管理業務については、各施設を所管する所属ごとでそれぞれ発注され
ており、多大な事務労力を要している。
・公共施設における保守点検や清掃・修繕等の施設管理業務については、各所属においてそれぞれ管理されているため、
施設の修繕履歴や不具合等の情報が一元的に管理されておらず、施設の管理水準が市全体で均一となっていない。

取組内容

・公共施設の維持管理に係る契約事務及び施設情報集約の効率化に向けて、点検や修繕など施設管理業務の包括的な委託
の導入を検討する。

期待される効果

・施設包括管理業務委託の導入により、これまで所属ごとに実施されていた契約事務を包括的に実施できるため、事務の
効率化が期待できる。
・施設包括管理業務委託の導入により、保守点検や修繕業務などの情報を一元的に管理できるため、施設管理水準の均一
化が期待できる。

1 施設包括管理業務
計画

実績

1 包括管理対象施設（件数）
計画 0 0

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

0 91

実績 0 0 0

取組期間

計

計画
見込み額の算定は困難なため、実

績により検証する。 計画 -

効果額見込み（千円） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

- - -

実績 - 実績 - - -

検討 準備 実施

検討 準備
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1

1

年度別計画 Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

数値目標

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　庁内プロジェクトチームを活用しながら、各種調査、市内事業者への説明会等を行い、対象
１３４施設・１９業務の仕様・条件等を整理の上、令和６年２月より事業者選定を開始した。
【取り組んだ作業】
　①プロジェクトチーム会議　１回
　②先進自治体への照会等事例調査（随時）
　③サウンディング型市場調査（第２回目）
　④市内事業者への説明会　３回
　⑤事業者選定（公募型プロポーザル方式）開始

次年度以降の
取組内容

　事業者決定後、市内事業者等への周知・説明の上、令和６年１１月より導入し、令和７年４月
から全業務を実施する。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和5年度
（2023年度）

評価判断基準 1

年度別計画 Ｂ　　　　　　　　　計画どおり
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実績
4 認定こども園用カリキュラムの作成

計画

実績
3

幼稚園・保育園の個別施設計画の策定
及び見直し（中間見直し含む）

計画

実績
2

上記調査結果に基づく、教育・保育の
量の見込みの算出（中間見直し含む）

計画

期待される効果

・どの地域に住んでいても、幼児期にふさわしい教育環境が提供される。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実績
1

教育・保育施設の利用状況及び将来的
なニーズの調査（中間見直し含む）

計画

Ｎｏ．22
取組項目：市立幼稚園の規模適正化　　 区　分

課　　名：福祉部　子ども未来局子ども・若者政策課、幼保連携推進室 継　続

現状と課題

・園児数が減少している一部の市立幼稚園では、今後、幼児期の生活にふさわしい教育環境（適正な集団規模）が確保で
きなくなる可能性がある。
・市民の保育・幼児教育にかかるニーズを把握した上で、保育・幼児教育を提供する必要がある。

取組内容

・保育・幼児教育施設の利用状況の詳細を把握する。
・今後の園児数の増減見込みについて、宅地開発及びマンション建設の状況を考慮した上で推計を行う。
・それぞれの園や地域の状況を踏まえ、認定こども園※の導入の可能性を検討する。
・幼稚園就園児数増加のための取組を推進する（一時預かり事業の充実、就園案内、園庭開放、親子通園事業等）。

実施 準備準備

実施

実施準備

検討

実施準備 実施準備

実施準備

準備 実施

準備

検討

実施

準備 実施

実施

実施

準備 実施

準備
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1

2

3

4

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和5年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3 4

年度別計画 Ｂ
計画どおり

次年度以降の
取組内容

　年度別計画１及び２については、次期「大津市子ども・若者支援計画」の策定において、アン
ケート調査（ニーズ調査）の結果に基づき、教育・保育の量の見込みを算出する。
　年度別計画３については、年度別計画１及び年度別計画２の取組を踏まえ、本市の地域ごとの
実情に応じた個別施設計画を策定する。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｂ
計画どおり

Ｃ
計画を下回る

Ｂ
計画どおり

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画１及び２については、令和７年度を始期とする次期「大津市子ども・若者支援計
画」において、教育・保育の量の見込みを算出するため、アンケート調査（ニーズ調査）を実施
した。
　年度別計画３については、幼稚園・保育園の個別施設計画において、施設の現状までは策定を
終えたが、施設の性質上、児童数やニーズ量の変動に応じて、方針を随時見直す必要があるた
め、実施計画の策定には至らなかった。なお、令和４年度に先行して方針を決定したひえい平保
育園及び比叡平幼稚園については、関連条例・規則の制定及び改正を行い、令和６年４月に幼保
連携型認定こども園である比叡平こども園として開園した。
　年度別計画４については、学識者、保育士、幼稚園教諭で構成される新大津市幼児教育・保育
共通カリキュラム作成会議において協議を重ね、保育園、幼稚園、認定こども園共通の「新大津
市幼児教育・保育共通カリキュラム」が完成した。

Ｃ
計画を下回る

Ｃ
計画を下回る

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

年度別計画

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

実施
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現状と課題

Ｎｏ．23
取組項目：市営住宅マネジメントの推進　　 区　分

課　　名：都市計画部　住宅政策課 継　続

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

・市営住宅は昭和40年代から50年代に建設されたものが多く、老朽化が進み、維持管理費用は増加傾向にある一方
で、市営住宅への応募状況は近年低下傾向にある。
・民間住宅を含めた本市の住宅戸数は世帯数を上回っており、今後人口が減少局面を迎えることから空き家戸数及び空き
家率は増加傾向が続くことが予想される。

取組内容

・耐用年限を経過した市営住宅においては、用途廃止をすることとし、既存住宅の入居者には住替え先を確保し、住み替
えを促進する。

期待される効果

・耐用年限が到来した市営住宅の用途廃止を進めることにより管理戸数の適正化と、効率的で持続可能な市営住宅の管理
を実現する。

1
耐用年限を経過した市営住宅の用途廃
止

計画

実績

1 市営住宅の管理戸数（件数）
計画 2,848 2,812

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

2,787 2,622

実績 2,848 2,836 2,687

実施準備

準備 実施
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1数値目標 Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画１については、音羽台団地ほか２団地、石山団地の一部の用途廃止を行った結果、
当該年度の削減管理戸数が149戸と目標25戸を大きく上回った。当該4団地については、大津市
公有財産有効活用基本方針に基づき、庁内での利活用を検討し、利活用がなければ売却処分また
は貸付の検討を進める。
　また、今後の課題については、用途廃止に向けた入居者の住み替えの交渉や、用地処理におい
て境界確定や公図訂正等に多くの時間を要することから、計画通りに進捗しない可能性がある。

次年度以降の
取組内容

　年度別計画１については、引き続き、計画に基づいた用途廃止予定団地の用途廃止に向けて、
入居者の住替えや境界確定等の用地処理の事務を進めていく。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和5年度
（2023年度）

評価判断基準 1

数値目標 Ｂ　　　　　　　　見込みどおり
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8

実績 2 0 2
3

適正化（機能転換、機能強化、機能滅
失等）が完了した児童遊園地
（件数）

計画 0 3 4

1

実績 0 0 0
2

開発行為により整備された300㎡以上
の公園など（件数）

計画 0 1 1

7 7

実績 0 0 0

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1
都市公園に移管した児童遊園地（件
数）

計画 0 7

実績
3 既存児童遊園地の適正化

計画

実績
2 条例や基準の改正

計画

期待される効果

・小規模な児童遊園地ではなく、都市公園程度の規模を有する公園が増加することで、地域にとってより良質な公共空間
が提供できる。
・一部が都市公園となることにより、地方交付税の基準財政需要額測定単位に算入することが可能となる。
・地域のニーズにあった公共空間が提供できる。
・総量を抑制することにより財政・人員など限られた行財政資源の集中が可能となる。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実績
1 都市公園への移管

計画

Ｎｏ．24
取組項目：児童遊園地管理方法等の検討　　 区　分

課　　名：都市計画部　公園緑地課 継　続

現状と課題

・開発行為があった場合、条例や基準に基づき、事業者により児童遊園地を整備し、本市が帰属（寄附）を受けている。
現在その数は市内で600カ所を超えているが、維持管理に必要な予算配分や人員配置には限界があり、総量を抑制する
（していく）ことや維持管理手法の見直しが求められている。
・整備後に相当の期間が経過し、地域住民のニーズが変化している児童遊園地が一部存在する。より地域ニーズに合致し
た公共空間を形成する必要があるが、地域や寄附者との幅広い合意形成が必要である。

取組内容

・都市公園が求める規模や機能等を有し、かつ今後も地域や利用者が継続して利用する意向を持つ児童遊園地について
は、都市公園法に定める都市公園への転換を行い、大津市都市公園条例に基づき管理する。
・条例や基準を改正することにより、開発行為による小規模な児童遊園地の増加を抑制しつつ、一定規模以上の面積を有
する「公園」の整備を行う。
・課題を有する既存の児童遊園地について、地域にとって最も適正な状態へ“転換”を図る。

検討・準備 実施

実施

実施検討・準備

検討・準備

検討・準備

検討・準備

検討・準備
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1

2

1

2

3

Ｃ
下回る

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画１については、モデル事業（社会実験）において、地域の皆様と候補地１箇所の選
定（令和６年度に都市公園化）を行った。今後、新たな候補地の選定が課題となる。
　年度別計画２については、モデル事業（社会実験）において、開発許可基準要綱の改正内容を
検討した。今後、同要綱の改正時期が課題となる。
　年度別計画３については、モデル事業（社会実験）において、地域の皆様とニーズに応じた転
換１箇所の決定（令和５年度に緑地化）を行った。また、借地している児童遊園地１箇所を廃止
して、土地所有者に返還した。今後、新たな候補地の住民合意や指定用途が課題となる。

次年度以降の
取組内容

　年度別計画１については、モデル事業で、地域の皆様と都市公園化の検討を進める。
　年度別計画２については、モデル事業で、地域の皆様と条例等改正の検討を進める。
　年度別計画３については、モデル事業で、地域の皆様と適正化などの検討を進める。

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和5年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3

数値目標 Ｄ
大幅に下回る

Ｄ
大幅に下回る

Ｂ
計画どおり

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

年度別計画

Ｂ
計画どおり

Ｄ
大幅に下回る

Ｃ
下回る

数値目標

Ｄ
大幅に下回る

Ｄ
大幅に下回る

Ｄ
大幅に下回る

Ｄ
大幅に下回る

Ｓ
大幅に上回る  
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現状と課題

・社会環境の変化が著しく、ICT技術の進歩も予測困難な状況である。大きなデジタル化の流れに遅れることなく、適切
に対応していく必要がある。
・常に先端技術を行政事務の効率化に活用するためにどうすれば良いか検討していく。

取組内容

・先端技術を行政事務の効率化に活用するため、大津市デジタルイノベーション戦略に基づき、より柔軟かつ機動的にデ
ジタル化を推進する。
・具体的な取組（持ち運べる大津市役所の実現、くらしの手続きガイドの導入推進、広聴の新たな仕組みづくり、Web会
議システムの活用推進、情報システムのクラウド化　など）
・滋賀県及び関係市町で構成される『スマート自治体滋賀モデル研究会』に本市も参加し、共同調達に参画する。

期待される効果

・それぞれの取組を推進し、計画を達成することで、デジタルイノベーション戦略の目的を達成する。
・計画にとらわれることなく新しい技術を柔軟に取り入れることで、計画以上の効果を目指す。

(10)　スマート自治体の実現

Ｎｏ．25
取組項目：先端技術活用による行政事務効率化　　 区　分

課　　名：政策調整部　DX推進室 新　規

実績

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1
持ち運べる大津市役所の実現
（ＬINEを活用した、いつでもどこからでも利用可能

な行政窓口の拡充）

計画

実績
2 くらしの手続きガイドの導入推進

（手続き案内システム）

計画

実績
3

広聴の新たな仕組みづくり
（コールセンター等に寄せられる問合せ等のデータを

分析し、市の施策等へ活かす仕組みづくり）

計画

実績
4 Web会議システムの活用推進

計画

実績
5 情報システムのクラウド化

計画

34,000 42,000

実績 34,066 49,415 61,218

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1
大津市LINE公式アカウント友だち追加
（件数）

計画 18,000 26,000

4,000

実績 2,171 2,025 1,594
2

くらしの手続きガイドのアクセス
（件数）

計画 2,500 3,000 3,500

1,500

実績 2,714 2,090 1,655
3 Web会議システムの活用（件数）

計画 1,200 1,500 1,500

100

実績 40 54 90
4 情報システムのクラウド化率（％）

計画 35 58 79

準備 実施

準備 実施

実施 実施 実施 実施

実施

実施

準備 実施

準備 実施

実施

実施

実施

 

 

 

 

 

-66-



  

 

1

2

3

4

Ｃ
下回る

Ｄ
大幅に下回る

Ｓ
大幅に上回る

Ａ
上回る

Ａ
上回る

数値目標

Ｓ
大幅に上回る

Ｓ
大幅に上回る

Ｓ
大幅に上回る

Ｃ
下回る

Ａ
上回る

Ｂ
見込みどおり

Ａ
上回る

次年度以降の
取組内容

　年度別計画1については、より有益な情報発信や広報を通じてさらなる利用促進を図る。
　年度別計画2については、窓口業務での有効的な活用方法について検討する。
　年度別計画3については、直営で分析業務に取り組んでいく。
　年度別計画4については、業務効率化等の観点からWeb会議の需要があることから、引き続き環
境整備と貸出運用を行っていく。
　年度別計画５については、グループウェア、内部情報、人事給与、自立支援システム等について
クラウド化を進めていく。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｄ
大幅に下回る

Ａ
上回る

Ａ
上回る

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画1については、令和5年9月25日からスタートする「おおつ割」にあわせて、リッチ
メニューを変更しアイコンを表示を実施した。
　年度別計画2については、令和3年10月から対応している8つのライフイベントにて継続して運
用し、市民一人ひとりのライフイベントに応じた必要な手続きを案内した。
　年度別計画3については、２つのテーマ（市民応対への苦情に関する分析、くらしの手続きガイ
ドに関する分析）の分析を行い、事務事業や業務改善への活用を図った。
　年度別計画4については、令和５年度に調達した各部局Web会議機器の配備及び貸出事務を委託
することで、効率的に運用した。
　年度別計画５については、子育て、障害者福祉、生活保護等の福祉系のサーバを中心に、順次ク
ラウド化を進めた。

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3 4

数値目標 Ｓ
大幅に上回る
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Ｎｏ．26
取組項目：行政手続オンライン化の推進　　 区　分

課　　名：政策調整部　DX推進室 新　規

現状と課題

・社会的な課題として、少子高齢化や自然災害、特に新型コロナウイルス感染症への対応において、国、自治体のデジタ
ル化の遅れや人材不足、不十分なシステム連携に伴う非効率、煩雑な手続きなどが明らかになってきた。
・国は、令和３年にデジタル庁設立を含むデジタル改革関連６法案を成立させた。

取組内容

・さらなる全庁的なデジタル化推進のため、国の方針を踏まえつつ、大津市デジタルイノベーション戦略に基づき、より
柔軟かつ機動的にデジタル化を推進し、市民生活の更なる利便性と事務効率の向上を目指す。
・具体的な取組（マイナンバーカードの利活用、電子申請による行政手続きのオンライン化、スマートフォン・パソコン
の基礎講座　など）

期待される効果

・それぞれの取組を推進し、計画を達成することで、デジタルイノベーション戦略の目的を達成する。
・デジタルイノベーション戦略では、様々な新しい技術による新たな取組にも柔軟に取り組むこととしており、ICT技術
の進展への迅速な対応が可能となる。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実績
1 マイナンバーカードの利活用

計画

実績
2

電子申請による行政手続きのオンライ
ン化

計画

実績
3 スマートフォン・パソコンの基礎講座

計画

3 4

実績 0 1 8

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1
マイナンバーカード利活用事業数
（累計）

計画 1 2

90

実績 69 71 71

2
電子申請による行政手続のオンライン
化済年間取扱件数比率（％）

計画 57 68 79

11

実績 4 9 6

3
スマートフォン・パソコンの基礎講座
の実施（回数）

計画 5 7 9

実施

実施

検討 準備 実施

検討

実施

実施

実施

実施

実施

準備 実施
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1

2

3 Ａ
上回る

Ｃ
下回る

数値目標

Ｄ
大幅に下回る

Ｃ
下回る

Ｓ
大幅に上回る

Ａ
上回る

Ｂ
見込みどおり

Ｃ
下回る

Ｃ
下回る

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｃ
下回る

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画1については、令和５年３月にOTSU POINT（おおつポイント）の運用を開始し、
自治体マイナポイントへ交換が可能となる各種事業との連携を図った。
　年度別計画2については、各手続き所管課にてオンラインで実施可能な手続きの拡充を図っ
た。
　年度別計画3については、スマートフォン基礎講座を計6回実施（参加者数延べ72名）した。
参加者には基礎的な操作方法や二次元コードの読み取り、セキュリティなどの説明に加え、電子
申請サービスの操作も体験いただいた。

次年度以降の
取組内容

　年度別計画1については、OTSU POINT（おおつポイント）による自治体マイナポイントへの
交換を継続するとともに、引き続きマイナンバーカード利活用について検討する。
　年度別計画2については、引き続き、各手続き所管課にてオンラインで実施可能な手続きの拡
充を図るとともに、DX推進支援業務において、より効果的な手続きオンライン化の推進について
検討する。
　年度別計画3については、引き続き、デジタル機器に不慣れな市民の方が、安全安心かつ十分
にサービスを活用できるよう、スマートフォンなどの基礎を学べる講習会の開催を実施する。ま
た、多くの市民が参加いただけるよう、広報の強化を図る。

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3

数値目標 Ｓ
大幅に上回る

Ｃ
下回る
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616

実績 1,421 981 336
3 当年度純利益（百万円）

計画 900 883 845

16,020

実績 15,796 15,383 15,695

2 企業債残高（百万円）
計画 16,603 16,376 16,067

3,576 3,574

実績 5,169 4,379 5,301

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 現預金残高（百万円）
計画 3,638 3,410

実績
4

大津市企業局デジタルトランスフォー
メーション戦略の推進【持続】

計画

実績
3 民間的経営手法の活用検討【持続】

計画

実績
2

水道システムの再構築【強靭】
（浄水場の廃止と浄水場間の相互融通機能の
強化）

計画

実績

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 水質検査体制の充実と強化【安全】
計画

現状と課題

・人口減少や少子高齢化の進行、施設の老朽化など経営を取巻く環境変化に対応し、将来にわたり持続可能な事業運営
を進める必要がある。

取組内容

・「湖都大津・新水道ビジョン　重点実行計画　中長期経営計画（経営戦略）（令和２年度改訂版）」に基づき、お客
様サービスの向上と安全で安定した水道水の供給、事業の健全経営に努める。

期待される効果

・現在の料金水準を維持しながら、経営環境の変化に対応した持続可能な事業運営と水道水の安定供給を実現する。

(11)　地方公営企業会計等の経営改革

Ｎｏ．27
取組項目：水道事業の経営の健全化　　 区　分

課　　名：企業局　企業総務課 継　続

実施

実施

検討 準備 実施

実施

検討

実施

実施

実施

準備
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1

2

3

Ｄ
大幅に下回る

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　「湖都大津・新水道ビジョン　重点実行計画　中長期経営計画（経営戦略）（令和２年度改訂
版）」（以下「経営戦略」という。）に基づき、各年度別計画について、以下の取組を実施し
た。
　年度別計画1については、経年劣化の進んだ検査機器を計画的に更新し、検査室機能の維持向
上を図った。また、京都市上下水道局及び滋賀県企業庁との情報交換会を実施し、連携を深め、
水質検査に関する情報の収集及び技術の習得など、水質検査体制の充実を図った。
　年度別計画２については、八屋戸浄水場の令和12年度廃止を目標に、真野浄水場から八屋戸浄
水場間の送水管整備及び真野浄水場から柳が崎浄水場までの連絡管の更新工事を実施している。
　年度別計画3については、「真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業」の
浄水場の更新改良業務と水道施設の運転維持管理業務を一体的に発注するよう、ＰＦＩ方式にて
令和４年１０月１４日に公募型プロポーザル方式による事業者選定手続きを進めていたが、全応
募者より辞退届を受理し、令和５年７月２１日に事業者選定手続きを中止した。再発注に際し
て、応募者の辞退原因の分析、課題抽出、事業方式、範囲、スキーム等について再検討を行った
結果、令和８年度からの事業開始を目指し、事業者選定手続きを中止したＰＦＩ事業に代え、Ｄ
ＢＯ事業として「真野浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業」の発注に向けての準備に
取り組んだ。
　年度別計画４については、お客様サービスのDXとして、水道ガス下水道工事申請等Web受付
システム及び他工事Web受付システムの導入に向けて取り組んだ。

次年度以降の
取組内容

　経営戦略に基づき、各年度別計画について以下のとおり次年度以降も取組を実施する。
　年度別計画1については、京都市上下水道局及び滋賀県企業庁との情報交換会を実施し連携を
深めるとともに、令和6年度は水道GLP（※）の認定更新を予定しており、併せて水質検査体制
の充実を図る。
　年度別計画2については、令和12年度の八屋戸浄水場廃止に向けた送配水管の整備を進めると
ともに、真野浄水場から柳が崎浄水場までの連絡管の更新を進める。
　年度別計画3については、ＤＢＯ事業として「真野浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理
事業」の発注を予定している。当該事業の事業者選定スケジュールとしては、令和６年７月に実
施方針、要求水準書（案）を公表し、事業者との対話を経て、令和７年１月に実施公告を行い、
事業者選定を進める予定である。事業者選定にあっては、外部委員で構成する「大津市浄水施設
等整備・運営事業審査委員会」を設置し、事業者からの提案を受けて優先交渉権者を選定する。
その後、順次基本協定書、事業契約を締結し、運転維持管理業務の業務引継ぎを経て、令和８年
度からの事業開始を目指すものである。
　年度別計画4については、令和６年４月１日に改定した企業局デジタルトランスフォーメー
ション戦略に基づき、DX化の推進に取り組んでいく。
　なお、経営戦略については、令和6年度中に計画期間を令和7年度から同18年度までの12年
間とする計画に改定する。

※　「水道水質検査優良試験所規範」の略語。GLP はGood Laboratory Practice の頭文字を
とったもの。水道の水質検査を実施する機関が、管理された体制の下で適正に検査を実施し、そ
の検査結果の信頼性や精度管理が十分に確立されているかを第三者機関（公益社団法人 日本水道
協会）が客観的に判断、評価し認定する制度

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3

数値目標 Ａ
上回る

Ｂ
見込みどおり

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

数値目標

Ａ
上回る

Ａ
上回る

Ａ
上回る

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｓ
大幅に上回る

Ａ
上回る

Ｄ
大幅に下回る
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1,624

実績 2,280 1,680 1,616

4 当年度純利益（百万円）
計画 1,393 1,634 1,641

24,270

実績 32,749 29,829 27,068

3 企業債残高（百万円）
計画 33,350 29,935 26,983

30

実績 20.1 18.5 22.0

2
分流式下水道等に要する経費への繰入
率（％）
※参考：令和２年度：計画値30%、実績値0.5%

計画 30 30 30

3,141 3,258

実績 4,190 4,939 6,026

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 現預金残高（百万円）
計画 3,087 3,005

実績
3

大津市企業局デジタルトランスフォー
メーション戦略の推進【持続】

計画

実績
2 下水道管渠の改築更新【安全】

計画

実績
1

下水道の災害対策【安全】
（浸水対策・地震対策）

計画

Ｎｏ．28
取組項目：下水道事業の経営の健全化　　 区　分

課　　名：企業局　企業総務課 継　続

現状と課題

・人口減少や少子高齢化の進行、施設の老朽化など経営を取巻く環境変化に対応し、将来にわたり持続可能な事業運営を
進める必要がある。

取組内容

・「大津市下水道事業　中長期経営計画（経営戦略）（令和２年度改訂版）」に基づき、お客様サービスの向上と適切な
下水処理、事業の健全経営に努める。

期待される効果

・現在の使用料水準を維持しながら、経営環境の変化に対応した持続可能な事業運営と安定した下水処理を実現する。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施

実施

実施

実施

実施

実施
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1

2

3

4

Ａ
上回る

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　「大津市下水道事業　中長期経営計画（経営戦略）（令和２年度改訂版）」（以下「経営戦
略」という。）に基づき、各年度別計画について以下のとおり取組を実施した。
　年度別計画1については、浸水対策として、殿田川雨水渠築造工事（大将軍一丁目　Ｌ＝5.0
ｍ）を実施した。また、市内の緊急告示病院と終末処理場をつなぐ管渠等の耐震化を、「大津市
下水道総合地震対策計画」に基づき計画的に実施している。令和5年度は、大津膳所北幹線耐震
化工事（におの浜四丁目、管更生L＝129.0ｍ）を実施した。
　年度別計画2については、下水道資産（ストック）を効率的、合理的に管理・運用するため、
「大津市下水道ストックマネジメント計画」に基づく点検・調査計画及び修繕・改築を実施して
いる。令和5年度は、下水道管渠改築工事（下阪本六丁目ほか、管更生L＝423.8ｍほか）を実施
した。
　年度別計画３については、お客様サービスのDXとして、水道ガス下水道工事申請等Web受付
システム及び他工事Web受付システムの導入に向けて取り組んだ。

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3 4

数値目標 Ｓ
大幅に上回る

Ｓ
大幅に上回る

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

次年度以降の
取組内容

　経営戦略に基づき、各年度別計画について以下のとおり次年度以降も取組を実施する。
　年度別計画1については、次年度以降も「大津市下水道総合地震対策計画」に基づき、引き続
き耐震対策事業を進める。
　年度別計画2については、次年度以降も「大津市下水道ストックマネジメント計画」に基づ
き、「雨天時浸入水対策」を含め、引き続き管渠改築事業を進める。
　年度別計画３については、令和６年４月１日に改定した企業局デジタルトランスフォーメー
ション戦略に基づき、DX化の推進に取り組んでいく。
　なお、経営戦略については、令和6年度中に計画期間を令和7年度から同18年度までの12年間
とする計画に改定する。

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ａ
上回る

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

数値目標

Ａ
上回る

Ｓ
大幅に上回る

Ｓ
大幅に上回る

Ａ
上回る

Ｓ
大幅に上回る
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31

実績 622 481 267

3 当年度純利益（百万円）
計画 190 78 69

0

実績 0 0 0

2 企業債残高（百万円）
計画 0 0 0

9,708 10,033

実績 10,187 11,130 11,343

数値目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 現預金残高（百万円）
計画 9,166 9,370

実績
3

大津市企業局デジタルトランスフォー
メーション戦略の推進【持続】

計画

実績
2 ガス導管・施設の更新【安全】

計画

期待される効果

・現在の託送料金の水準を維持しながら、経営環境の変化に対応した持続可能な事業運営と安全で安定したガス供給を
実現する。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実績
1 ガス導管の耐震化【安全】

計画

Ｎｏ．29
取組項目：ガス事業の経営の健全化　　 区　分

課　　名：企業局　企業総務課 継　続

現状と課題

・人口減少や少子高齢化の進行、施設の老朽化など経営を取巻く環境変化に対応し、将来にわたり持続可能な事業運営
を進める必要がある。

取組内容

・「大津市ガス事業　中長期経営計画（経営戦略）（令和２年度改訂版）」に基づき、お客様サービスの向上と安全で
安定したガス供給、事業の健全経営に努める。

実施

実施

実施

実施

実施

実施
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1

2

3

Ｓ
大幅に上回る

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　「大津市ガス事業　中長期経営計画（経営戦略）（令和２年度改訂版）」（以下「経営戦略」
という。）に基づき、各年度別計画について以下のとおり取組を実施した。
　年度別計画1については、石山寺三丁目ほかに対して耐震管への取替工事（１，４１８ｍ）を
実施した。
　年度別計画2については、穴太三丁目ほかに対して経年埋設管の取替工事（898ｍ）を実施し
た。
　年度別計画3については、お客様サービスのDXとして、水道ガス下水道工事申請等Web受付
システム及び他工事Web受付システムの導入に向けて取り組んだ。

次年度以降の
取組内容

　経営戦略に基づき、各年度別計画について以下のとおり次年度以降も取組を実施する。
　年度別計画1については、次年度以降も「非耐震ガス導管の布設替計画」に基づき、引き続き
耐震化を進める。
　年度別計画2については、次年度以降も「経年ガス導管の布設替計画」及び「電気防食設備の
更新計画」に基づき、ガス導管及びガス供給施設の更新を進める。
　年度別計画3については、令和６年４月１日に改定した企業局デジタルトランスフォーメー
ション戦略に基づき、DX化の推進に取り組んでいく。
　なお、経営戦略については、令和6年度中に、計画期間を令和7年度から同18年度までの12
年間とする計画に改定する。

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3

数値目標 Ａ
上回る

Ｂ
見込みどおり

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ｓ
大幅に上回る

Ｓ
大幅に上回る

数値目標

Ａ
上回る

Ａ
上回る

Ａ
上回る

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｂ
見込みどおり

Ｓ
大幅に上回る  
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実績
3 入場業者との協議

計画

実績
2

老朽化施設の整備（冷蔵施設の改修方
法の検討）

計画

実績
1 運営手法の検討

計画

・卸売市場の運営について、市場入場業者や関係者から丁寧な意見聴取を行いつつ、様々な手法を検討し、引き続き
安定的かつ安心、安全な生鮮食料品の供給拠点施設となるよう、市場のあり方について改めて検討を行う。

取組内容

・運営手法の検討について
　市場入場業者から丁寧な意見聴取を行い、改めて市場のあり方を検討してきており、引き続き他市場や卸売市場に
関連する業界の動向等に関する情報収集に努め、運営手法の検討を進める。
・施設の整備について
　市場の施設及び設備については、建築後30年以上が経過しているが、長寿命化を図るべく、他市場の動向も注視し
ながら適切な維持管理を行っていく。特に、老朽化が著しく、フロン対策が必要な冷蔵施設については、その更新の
手法を具現化するため、調査 ・検討を進めていく。

期待される効果

・市民に対し、安定的かつ安心、安全な生鮮食料品を供給することができるとともに、本市の経済発展に寄与するこ
とができる。

年度別計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

現状と課題

Ｎｏ．30
取組項目：卸売市場事業のあり方検討　　 区　分

課　　名：産業観光部　公設地方卸売市場管理課 継　続

実施

実施検討 準備

検討 準備 実施

検討

検討

実施

準備 実施

準備
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1

2

3

年度別計画

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

 

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

自己評価　履歴 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取　組　内　容

取組内容
取組効果

今後の課題

　年度別計画１及び年度別計画３について、令和４年度末に策定した「経営戦略」を踏まえ、
令和５年度は、令和6年度から運営方針の検討を進めるための準備作業として、全入場業者を
対象に「市場の今後の運営のあり方に関する意向調査」を実施した。
　年度別計画２、冷蔵施設改修について、９月に着工したものの、資材（ケーブル）の年度内
入荷が困難となり翌年度に繰り越すこととなったが、令和６年６月に完了する見込みである。

次年度以降の
取組内容

　年度別計画１について、他の公設地方市場の運営形態や施設・設備の改修状況等に関し調査
を行うとともに、農林水産省等、国の支援策の情報収集・活用検討を進める。「公設」を基本
としつつ、官民連携の可能性や施設・設備の改修等を検討した上で、令和７年度末に運営方針
を決定する。
　年度別計画２について、冷蔵施設改修工事は令和６年６月に完了する見込みである。
　年度別計画３について、年度別計画１の進捗に応じ、適時適切に入場業者に説明・意見交換
を行い、情報共有・意向確認に努める。

取組成果報告

取組に対する自己評価

令和５年度
（2023年度）

評価判断基準 1 2 3

年度別計画 Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり

Ｂ
計画どおり
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